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「
政
権
の
成
果
」と
誇
る
大
統
領

を
、
貿
易
協
議
所
（
Ｃ
Ａ
Ｍ

Ｅ
Ｘ
）
傘
下
の
輸
出
金
融
・

保
証
委
員
会（
Ｃ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｇ
）

に
お
け
る
融
資
保
険
の
審
査

で
２
度
、
不
当
に
優
遇
し
た

疑
惑
に
関
す
る
も
の
だ
。

　

ひ
と
つ
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

の
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
で

の
サ
ル
ミ
エ
ン
ト
鉄
道
地
下

鉄
化
計
画
で
、
オ
デ
ブ
レ

ヒ
ト
は
社
会
経
済
開
発
銀

行
（
Ｂ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
）
か
ら

１
５
億
ド
ル
の
融
資
を
受
け

る
た
め
に
必
要
な
融
資
保
険

の
取
得
を
願
っ
て
い
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
ア
フ
リ

カ
の
モ
サ
ン
ビ
ー
ク
の
首
都

マ
プ
ト
と
近
郊
都
市
を
結
ぶ

た
め
の
公
共
交
通
機
関
用
道

路
建
設
に
関
す
る
も
の
で
、

こ
こ
で
も
１
億
８
千
万
ド
ル

の
融
資
を
受
け
る
た
め
の
保

証
を
必
要
と
し
て
い
た
。

　

検
察
庁
は
、
ピ
メ
ン
テ
ル

氏
と
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
と
の
間

で
は
、
融
資
保
険
取
得
に
関

す
る
賄
賂
の
取
り
交
わ
し
画

　

伯
国
中
銀
は
５
、６
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
通
貨
政
策
委
員
会
（
Ｃ
ｏ
ｐ
ｏ
ｍ
）

に
お
い
て
、
経
済
基
本
金
利
（
Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
）
を
０
・５
％
ポ
イ
ン
ト
（
％
Ｐ
）
引

き
下
げ
、
年
７
・
０
０
％
に
す
る
事
を
全
会
一
致
で
決
定
し
た
と
、
６
、７
日
付
伯

字
紙
・
サ
イ
ト
が
発
表
し
た
。

以
上
の
引
き
下
げ
の
余
地
は

な
い
と
し
、
イ
ン
フ
レ
圧
力

が
高
ま
り
、
金
利
引
き
上
げ

の
必
要
性
が
出
て
こ
な
い
限

り
は
、
し
ば
ら
く
据
え
置
か

れ
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

中
銀
は
、
今
年
の
広
範
囲

消
費
者
物
価
指
数
（
Ｉ
Ｐ

Ｃ
Ａ
・
イ
ン
フ
レ
率
）
は

２
・
９
％
に
な
る
と
見
て
い

る
。
予
想
通
り
な
ら
、
皮
肉

に
も
イ
ン
フ
レ
率
が
低
す
ぎ

て「
年
間
の
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ａ
を
４
・

５
％
±
１
・
５
％
Ｐ
以
内
に

収
め
る
」
と
い
う
目
標
不
達

成
と
な
る
。
中
銀
は
、
来
年

と
再
来
年
の
イ
ン
フ
レ
予
想

を
４
・２
％
と
し
て
い
る
。

　

Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
は
最
低
値
ま

で
下
が
っ
た
も
の
の
、
銀
行

が
一
般
消
費
者
や
企
業
に
融

資
を
行
う
際
の
金
利
は
最
低

に
は
程
遠
い
。

　

銀
行
各
社
は
、
債
務
不
履

行
に
よ
る
融
資
の
焦
げ
付
き

が
多
い
こ
と
を
理
由
に
あ
げ

て
い
る
が
、
こ
の
理
由
は
企

業
向
け
の
融
資
に
は
当
て
は

ま
っ
て
も
、
個
人
向
け
融
資

に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

　

本
日
付
本
頁
で
も
報
じ
て

い
る
よ
う
に
、
フ
ェ
ル
ナ
ン

ド
・
ピ
メ
ン
テ
ル
・
ミ
ナ
ス
・

ジ
ェ
ラ
イ
ス
州
知
事
が
告
発

さ
れ
、
被
告
と
な
っ
た
。
同

知
事
は
、
労
働
者
党
（
Ｐ

Ｔ
）
の
政
治
家
の
中
で
も
か

な
り
長
い
間
、
疑
惑
の
人
物

と
な
っ
て
い
た
ひ
と
り
で
、

　

中
銀
が
１
０
月
に
発
表
し

た
最
新
調
査
で
は
、
銀
行
の

個
人
向
け
融
資
の
平
均
利
率

は
年
１
３
２
％
だ
っ
た
が
、

個
人
融
資
で
の
債
務
不
履
行

率
は
８
％
だ
っ
た
。

　

ジ
ウ
マ
政
権
時
の

２
０
１
２
年
１
１
月
、
Ｓ

ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
が
年
７
・
２
５
％

だ
っ
た
時
の
個
人
向
け

融
資
の
平
均
金
利
は
年

６
６
・
３
％
で
、
債
務
不
履

行
率
は
８
・８
％
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
金
融
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
会
社
の
調
べ
に
よ
る

と
、
こ
の
１
年
１
カ
月
間
の

大
幅
な
金
利
引
き
下
げ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
伯
国
の
実
質

金
利
（
金
利
か
ら
イ
ン
フ
レ

分
を
差
し
引
い
た
も
の
）
は

か
な
り
の
高
水
準
だ
。

　

伯
国
の
実
質
金
利
は
２
・

１
０
回
連
続
で
利
下
げ

約
束
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い

る
。
起
訴
状
に
よ
る
と
、
当

時
、
商
工
開
発
相
の
秘
書
室

長
だ
っ
た
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・

セ
ラ
ー
ノ
氏
が
ピ
メ
ン
テ
ル

氏
の
要
請
で
、
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｘ

で
の
審
理
を
保
証
す
る
代
わ

り
に
２
千
万
レ
ア
ル
の
贈
賄

を
要
求
。
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
は

１
５
０
０
万
レ
ア
ル
の
支
払

を
約
束
し
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
検
察
は
、
２
０
１

２
〜
１
３
年
に
、
聖
市
の
ホ

テ
ル
で
賄
賂
が
受
け
渡
し
さ

れ
た
際
の
携
帯
電
話
の
交

信
記
録
も
つ
か
ん
で
い
る
と

い
う
。
会
話
の
主
は
ピ
メ
ン

テ
ル
氏
と
親
し
い
間
柄
だ
っ

ま
っ
た
が
、
判
事
の
一
人
が

再
考
を
要
請
し
て
中
断
。
審

理
は
６
日
に
再
開
さ
れ
、
満

場
一
致
で
ピ
メ
ン
テ
ル
氏
へ

の
告
発
を
受
け
入
れ
た
。

　

告
発
内
容
は
、
ピ
メ
ン

テ
ル
氏
が
ま
だ
ジ
ウ
マ
政

権
の
商
工
開
発
相
だ
っ
た

２
０
１
１
〜
１
２
年
に
、
ラ

ヴ
ァ
・
ジ
ャ
ッ
ト
作
戦
最
大

の
汚
職
企
業
で
も
あ
る
建
設

大
手
の
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
社

　

ミ
ナ
ス
・
ジ
ェ
ラ
イ
ス
州

知
事
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ピ

メ
ン
テ
ル
氏
（
労
働
者
党
・

Ｐ
Ｔ
）
が
、
６
日
に
高
等
裁

判
所
の
被
告
と
な
っ
た
。
ジ

ウ
マ
政
権
時
代
に
つ
と
め
た

商
工
開
発
相
で
の
汚
職
疑
惑

を
問
わ
れ
た
も
の
で
、
高
等

裁
特
別
法
廷
が
、
連
邦
検
察

庁
か
ら
の
告
発
を
受
け
付
け

た
。
７
日
付
フ
ォ
ー
リ
ャ
紙

が
報
じ
て
い
る
。

　

検
察
庁
が
昨
年
１
１
月
に

提
出
し
た
起
訴
状
受
け
入
れ

に
関
す
る
審
理
は
先
週
は
じ

ジ
ウ
マ
政
権
閣
僚
時
代
の
疑
惑
で

子
供
を
取
り
巻
く
環
境
は
？

オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
か
ら
巨
額
収
賄
か

た
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
ベ
ネ
ジ

ト
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
・
デ
・
オ

リ
ヴ
ェ
イ
ラ
・
ネ
ッ
ト
（
通

称
ベ
ネ
）
氏
と
、
オ
デ
ブ
レ

ヒ
ト
元
理
事
の
ジ
ョ
ア
ン
・

ノ
ゲ
イ
ラ
氏
だ
っ
た
。
べ

ネ
氏
は
１
４
年
の
ミ
ナ
ス
・

ジ
ェ
ラ
イ
ス
州
知
事
選
で
ピ

メ
ン
テ
ル
氏
の
右
腕
的
役
割

を
果
た
し
た
人
物
で
、
資
金

洗
浄
な
ど
の
疑
い
で
１
５
年

５
月
に
逮
捕
さ
れ
た
。

　

今
回
の
高
等
裁
の
審
理
で

は
、
全
１
５
人
の
判
事
中
、

参
加
し
た
１
０
人
全
員
が
起

訴
状
を
受
け
入
れ
た
た
め
、

ピ
メ
ン
テ
ル
氏
と
他
の
５
人

は
被
告
と
な
っ
た
。

　

た
だ
、
捜
査
妨
害
な
ど
、

法
的
に
停
職
処
分
の
対
象
に

あ
た
る
行
為
が
見
当
た
ら
な

い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
ピ
メ

ン
テ
ル
氏
逮
捕
や
知
事
職
停

止
処
分
は
な
く
、
知
事
は
継

続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

テ
メ
ル
大
統
領
も
早
速
、

「
皆
さ
ん
に
と
っ
て
良
い
知

ら
せ
で
、
我
が
政
権
が
発
足

以
来
、
継
続
し
て
行
っ
て
き

た
諸
政
策
の
成
果
が
出
た
」

と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
動
画
を

ネ
ッ
ト
に
投
稿
し
た
。

　

Ｃ
ｏ
ｐ
ｏ
ｍ
は
、
来
年
２

月
に
も
下
げ
幅
を
さ
ら
に
縮

小
し
て
の
金
利
引
き
下
げ
を

示
唆
し
た
が
、
社
会
保
障
制

度
改
革
の
行
方
次
第
だ
と
し

た
。
マ
イ
ル
ソ
ン
・
ダ
・
ノ

ブ
レ
ガ
元
財
相
も
、「
社
会

保
障
制
度
改
革
が
年
内
に
採

決
に
か
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、

２
月
の
利
下
げ
は
行
え
な
い

だ
ろ
う
」
と
語
っ
て
い
る
。

　

中
銀
は
６
日
、
次
回
（
来

年
２
月
）
の
Ｃ
ｏ
ｐ
ｏ
ｍ
で

Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
が
６
・
７
５
％

に
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ

ピメンテル氏（AGENCIA BRASIL）

イラン・ゴールドファジン中銀総裁
（Wilson Dias/ Agência Brasil）

一
般
消
費
者
へ
の
金
利
は
未
だ
高
く

聖 市

８
８
％
で
、
世
界
経
済
に

お
け
る
主
要
４
０
カ
国
の

中
で
は
、
ト
ル
コ
（
５
・

８
７
％
）、
ロ
シ
ア
（
４
・

１
８
％
）、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

（
３
％
）
の
３
カ
国
に
次
ぐ

４
番
目
の
高
さ
だ
っ
た
。

１
４
年
１
０
月
の
同
州
知
事

選
直
後
か
ら
既
に
疑
惑
の
対

象
に
あ
が
っ
て
い
た
。
そ
の

後
も
、
伯
字
紙
で
は
一
貫

し
て
同
氏
に
関
す
る
疑
惑
が

報
道
さ
れ
続
け
て
い
た
が
、

な
に
せ
、
国
政
が
ラ
ヴ
ァ
・

ジ
ャ
ッ
ト
で
揺
れ
続
け
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
常
に
や
や

小
さ
め
な
記
事
で
展
開
さ
れ

て
い
た
。
大
統
領
選
絡
み
で

ル
ー
ラ
氏
ば
か
り
が
注
目
さ

れ
が
ち
だ
が
、
Ｐ
Ｔ
に
対
す

る
疑
惑
は
ピ
メ
ン
テ
ル
氏
を

は
じ
め
と
し
た
他
の
政
治
家

に
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

◎

　

７
日
付
ア
ゴ
ラ
紙
に
よ
る

と
、
聖
市
の
６
９
歳
の
男
性

が
黒
人
夫
婦
に
対
す
る
暴
言

や
暴
行
容
疑
で
起
訴
さ
れ
た

と
い
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

黒
人
夫
婦
は
４
日
、
セ
ン
ト

ロ
の
フ
レ
イ
・
カ
ネ
ッ
カ
の

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の

ス
ー
パ
ー
で
「
誰
も
並
ん
で

い
な
か
っ
た
か
ら
」
と
い
う

理
由
で
、
お
年
寄
り
や
身
体

の
不
自
由
な
人
専
用
の
優
先

レ
ジ
に
並
ん
だ
が
、
そ
れ
を

見
て
激
昂
し
た
男
性
が
、
人

種
差
別
的
な
侮
蔑
語
を
発

し
、
夫
を
殴
る
な
ど
し
た
と

い
う
。「
譲
っ
て
も
ら
っ
て

当
然
」
と
ば
か
り
の
こ
の
態

度
は
い
か
が
な
も
の
か
。

　
　
　
　
　

◎

　

６
日
、
サ
ッ
カ
ー
の
南
米

杯
決
勝
第
１
試
合
が
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
の
ア
ヴ
ェ
ジ
ャ
ネ
ー

ダ
・
ス
タ
ジ
ア
ム
で
行
わ
れ
、

フ
ラ
メ
ン
ゴ
が
同
国
の
イ
ン

デ
ペ
ン
デ
ィ
エ
ン
テ
に
１
点

を
先
取
す
る
も
１
―
２
で
逆

転
負
け
を
喫
し
た
。
次
戦
は

１
３
日
に
フ
ラ
メ
ン
ゴ
の
本

拠
地
マ
ラ
カ
ナ
ン
・
ス
タ
ジ

ア
ム
で
行
わ
れ
る
。
な
ん
と

か
、
２
点
差
以
上
の
勝
利
で

逆
転
優
勝
と
行
き
た
い
と
こ

ろ
だ
。

　

教
育
系
非
政
府
団
体
の
公

共
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
セ
ン

タ
ー
（
Ｃ
Ｌ
Ｏ
）
が
発
表
し

た
、
教
育
機
会
指
数
（
Ｉ
ｏ

ｅ
ｂ
）
に
よ
る
と
、
同
指
数

の
伸
び
は
全
体
的
に
遅
く
、

地
域
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
事

が
分
か
っ
た
と
、
７
日
付
エ

ス
タ
ー
ド
紙
が
報
じ
た
。

　

全
国
の
約
５
千
市
を
対
象

と
す
る
調
査
に
よ
る
と
、
社

会
階
層
、
障
害
の
有
無
や
学

習
習
熟
度
な
ど
に
か
か
わ
ら

ず
、
疎
外
さ
れ
る
こ
と
な
く

教
育
を
受
け
ら
れ
る
か
と
い

う
面
と
、
教
育
の
質
の
両

面
で
測
定
さ
れ
る
Ｉ
ｏ
ｅ
ｂ

は
、
１
５
年
の
調
査
と
比
べ

て
全
体
の
４
６
％
が
向
上
、

１
６
％
は
横
ば
い
、
３
８
％

は
悪
く
な
っ
た
。

　

Ｉ
ｏ
ｅ
ｂ
は
最
低
０
、
最

高
１
０
で
算
定
さ
れ
る
。
伯

国
全
体
の
平
均
は
４
・
７
で
、

１
５
年
の
４
・
５
よ
り
若
干
、

上
昇
し
た
。

　

前
回
調
査
で
も
上
位
３
０

位
ま
で
に
５
市
が
名
を
連
ね

た
北
東
伯
セ
ア
ラ
ー
州
は
今

回
も
優
位
を
保
ち
、
そ
の
数

を
１
２
に
ま
で
伸
ば
し
た
。

同
州
ソ
ブ
ラ
ル
市
は
６
・
２

ポ
イ
ン
ト
で
、
前
回
に
引
き

続
き
１
位
だ
っ
た
。

　

州
別
で
は
、
前
回
５
・
１

ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
聖
州
が

５
・
３
ポ
イ
ン
ト
で
首
位
を

保
ち
、
２
位
に
は
ミ
ナ
ス
州

が
入
っ
た
。
バ
イ
ー
ア
、
マ

ラ
ニ
ョ
ン
、
パ
ラ
ー
の
各
州

は
下
位
に
沈
ん
だ
ま
ま
だ
。

　

Ｉ
ｏ
ｅ
ｂ
は
、
政
府
が
２

年
ご
と
に
測
る
基
礎
教
育
開

発
指
数
（
Ｉ
ｄ
ｅ
ｂ
）
の
結

果
と
共
に
、
学
習
ペ
ー
ス
に

つ
い
て
い
け
な
い
子
供
も
見

放
さ
ず
、
教
育
の
機
会
を
与

え
て
い
る
か
ど
う
か
も
考
慮

し
て
算
出
さ
れ
る
。

　

Ｉ
ｏ
ｅ
ｂ
と
Ｉ
ｄ
ｅ
ｂ
の

考
案
者
フ
ァ
ビ
ア
ー
ナ
・
デ
・

フ
ェ
リ
シ
オ
さ
ん
は
、「
重

要
な
の
は
習
熟
度
だ
け
で
は

な
い
。
あ
る
生
徒
が
学
校
か

ら
は
じ
き
出
さ
れ
る
よ
う
な

事
態
が
起
こ
れ
ば
、
そ
れ
は

Ｉ
ｄ
ｅ
ｂ
に
も
影
響
す
る
」

と
語
っ
た
。

　

聖
市
内
９
６
区
の
所
得

や
教
育
、
保
健
衛
生
な
ど

を
２
８
項
目
で
評
価
し
た
結

果
、
６
歳
以
下
の
子
供
の
４

割
は
劣
悪
と
さ
れ
た
２
６
区

に
住
ん
で
い
る
事
が
判
明
し

た
。

　

５
日
付
Ｇ
１
サ
イ
ト
に
よ

る
と
、
調
査
を
行
っ
た
の
は

レ
デ
・
ノ
ッ
サ
・
サ
ン
パ
ウ
ロ

で
、
各
区
を
項
目
別
に
評
価

し
た
結
果
、
評
価
が
低
い
方

か
ら
３
０
番
以
内
に
入
っ
た

項
目
が
１
０
以
上
あ
っ
た
区

は
２
６
区
あ
っ
た
。

　

評
価
の
低
い
項
目
最
多

は
２
０
の
グ
ラ
ジ
ャ
ウ
で
、

以
下
、
カ
シ
ョ
エ
リ
ー
ニ
ャ

１
８
、
ジ
ャ
ル
ジ
ン
・
ア
ン

ジ
ェ
ラ
１
７
、
ブ
ラ
ジ
ラ
ン
ジ

ア
１
６
、
シ
ダ
ー
デ
・
ア
デ

マ
ル
、
グ
ア
イ
ア
ナ
ー
ゼ
ス
、

パ
レ
リ
ェ
イ
ロ
ス
、
パ
ル
ケ
・

ド
・
カ
ル
モ
、
サ
ン
ラ
フ
ァ
エ

ル
、
ト
レ
メ
ン
ベ
各
１
５
な

ど
が
続
く
。

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ブ
ラ
ア
ン
氏
に

よ
る
と
、
今
回
の
調
査
に
よ

り
、
聖
市
の
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
質
は
決
し
て
良
い
と
は
い

え
な
い
事
や
、
依
然
と
し
て

社
会
格
差
が
大
き
い
事
、
予

算
配
分
の
あ
り
方
を
見
直
す

必
要
が
あ
る
事
な
ど
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

子
供
を
取
り
巻
く
環
境

に
重
点
を
当
て
た
統
計
は
初

め
て
で
、
新
生
児
死
亡
率

最
多
は
セ
ー
の
１
千
人
中

２
１
・８
３
人
で
、
最
少
だ
っ

た
ペ
ル
ジ
ー
ゼ
ス
の
１
・
０
４

人
の
２
１
倍
に
達
し
た
。

　

小
児
科
医
が
６
歳
以
下
の

子
供
に
対
応
し
た
時
間
が
最

も
長
か
っ
た
の
は
ジ
ャ
サ
ナ
ン

で
、
最
短
だ
っ
た
レ
プ
ブ
リ

カ
の
７
０
７
倍
だ
っ
た
。
小

児
科
医
の
診
察
を
受
け
る

ま
で
に
要
す
る
時
間
が
最
長

だ
っ
た
の
は
ブ
ラ
ジ
ラ
ン
ジ

ア
で
、
最
短
だ
っ
た
モ
ル
ン

ビ
の
２
０
倍
を
要
す
る
。
ブ

ラ
ジ
ラ
ン
ジ
ア
は
呼
吸
器
系

疾
患
で
入
院
す
る
例
も
最
多

で
、
最
少
だ
っ
た
シ
ダ
ー
デ
・

ド
ゥ
ッ
ト
ラ
の
６
７
５
９
倍

に
達
し
た
。

　

極
南
部
の
マ
ル
シ
ラ
ッ
キ

は
、
下
水
道
普
及
率
が
レ

プ
ブ
リ
カ
の
１
２
３
分
の

１
、５
歳
以
下
の
子
供
の
い

る
家
庭
の
個
人
所
得
が
モ
エ

マ
の
４
４
・
４
分
の
１
、
街

灯
設
置
数
が
レ
プ
ブ
リ
カ
の

１
４
５
分
の
１
な
ど
、
複
数

項
目
が
最
悪
評
価
で
、
低

評
価
項
目
は
計
１
４
に
及
ん

だ
。

　

保
育
園
入
園
ま
で
の
待
ち

時
間
も
、
グ
ア
イ
ア
ナ
ー
ゼ

ス
の
２
５
日
と
ヴ
ィ
ラ
・
ア

ン
ド
ラ
ー
デ
の
４
４
１
日
と

は
１
７
倍
の
差
が
あ
っ
た
。

　

評
価
項
目
に
は
、
女
性
へ

の
暴
力
も
含
ま
れ
て
お
り
、

２
０
〜
５
９
歳
の
女
性
の

暴
行
に
よ
る
入
院
率
（
人
口

１
０
万
人
あ
た
り
）
の
最
高

は
イ
タ
イ
ン
・
パ
ウ
リ
ス
タ
の

２
８
５
・２
６
で
、
サ
ウ
デ
の

１
１
２
倍
に
上
っ
た
。

　

連
邦
最
高
裁
は
、
ア
エ
シ

オ
・
ネ
ー
ヴ
ェ
ス
上
院
議
員

の
姉
の
ア
ン
ド
レ
ア
氏
を
は

じ
め
と
し
た
３
容
疑
者
に
対

し
、
収
賄
容
疑
で
科
さ
れ
て

い
た
自
宅
軟
禁
を
解
く
命
令

を
下
し
た
。
７
日
付
伯
字
紙

サ
イ
ト
が
報
じ
て
い
る
。

　

ア
ン
ド
レ
ア
氏
は
５
月
、

ア
エ
シ
オ
氏
の
名
前
で
Ｊ
Ｂ

Ｓ
社
に
２
０
０
万
レ
ア
ル
の

賄
賂
を
要
請
し
た
と
し
て
逮

捕
さ
れ
た
。
賄
賂
の
受
け
渡

し
役
を
担
っ
た
ア
エ
シ
オ
氏

の
い
と
こ
の
フ
レ
デ
リ
コ
・

パ
シ
ェ
コ
氏
と
ゼ
ゼ
・
ペ

レ
ー
ラ
上
議
の
側
近
の
メ
ン

ジ
ェ
ル
ソ
ン
・
デ
・
ソ
ウ
ザ

氏
も
同
時
に
逮
捕
さ
れ
た
。

　

検
察
庁
は
そ
の
後
、
こ
の

３
人
と
ア
エ
シ
オ
氏
を
収
賄

な
ら
び
に
犯
罪
組
織
形
成
、

捜
査
妨
害
で
起
訴
し
た
。
な

お
、
ア
エ
シ
オ
氏
は
現
行
犯

で
な
か
っ
た
た
め
逮
捕
は
さ

れ
な
か
っ
た
が
、
上
議
と
民

主
社
会
党
（
Ｐ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
）
党

首
を
停
職
と
な
っ
た
。

　

ア
エ
シ
オ
氏
の
上
議
停
職

は
最
高
裁
の
マ
ル
コ
・
ア
ウ

レ
ー
リ
オ
判
事
が
７
月
に
解

い
た
が
、
こ
の
際
に
ア
ン
ド

レ
ア
氏
ら
３
人
も
自
宅
軟
禁

に
処
分
が
変
わ
っ
た
。

　

今
回
は
、
マ
ル
コ
・
ア
ウ

レ
ー
リ
オ
判
事
が
、
起
訴
内

容
が
収
賄
罪
だ
け
に
限
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
や
裁
判
は
ま

だ
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
な

ど
に
基
づ
く
処
分
見
直
し
請

求
を
認
め
、
ア
ン
ド
レ
ア
氏

ら
の
自
宅
軟
禁
を
解
き
、
電

子
足
輪
装
着
や
旅
券
提
出
、

国
外
旅
行
禁
止
な
ど
の
犯
罪

拡
散
予
防
策
も
解
除
す
る
暫

定
令
を
出
し
た
。

外国為替市況
中銀サイトより

12月7日午後 4時現在
米ドル相場

売　3.2896  R$
買　3.2885  R$

円相場
売　0.0291  R$
買　0.0291  R$

99 年以来最低の年７％に
　

Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
引
き
下
げ

は
、
昨
年
１
０
月
以
降
、

１
０
回
連
続
で
、
Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ

ｃ
が
通
貨
政
策
上
の
指
標
と

な
っ
た
１
９
９
９
年
以
来
、

最
低
の
金
利
と
な
っ
た
。
こ

れ
は
国
債
で
多
く
の
負
債
を

抱
え
る
政
府
に
と
っ
て
も
、

返
済
利
息
が
下
が
る
の
で
有

利
な
決
定
だ
。

伸
び
は
遅
く
地
域
に
よ
る
格
差
も

セ
ア
ラ
ー
州
の
市
が
全
国
１
位

４
割
が
劣
悪
な
２
６
区
に
在
住

Ｓｅｌｉｃ
ミナス・ジェライス州

ピ
メ
ン
テ
ル
知
事
が
被
告
に

（２）２０１７年 第４８９５号 １２月 ８日 （金曜日）

教育機会指数

ア
ン
ド
レ
ア
氏
の
自
宅
軟
禁
解
除

収
賄
容
疑
で
５
月
に
逮
捕

アエシオ姉
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